
映
画

種
類 第

千

九

百

十

三

号

平

成

二

十

年

一

月

十

八

日

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
国
語
美
人
教
師
肉
厚
の
ご
奉
仕
〉

連
続
不
倫
Ⅱ
姉
妹
相
姦
図

人
妻
・
愛
人
け
い
れ
ん
恥
辱

国
語
美
人
教
師
肉
厚
の
ご
奉
仕

ダ
ー
ク
・
ラ
ブ
～
Rape～

題
名

等

(

金
曜
日)

新
日
本
映
像

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

ケ
イ
・
エ
ム
・
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

五
三
ペ
ー
ジ

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(

同

)

五
四

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

五
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

五
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
医
療
整
備
課)

五
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(
商
業
流
通
課)

五
七

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

(

畜

産

課)

五
七

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

六
〇

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

六
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

学
校
支
援
課)
六
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
二
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
20年
１
月
15日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日



雑
誌

種
類

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

漫
画
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

図
書
類
の
題
名

2008.
２
月
号

2008.
２
月
号

2008.
２
月
号

月
日
号
等

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

発
行
所
､
制
作
者
名

岐
阜
県
告
示
第
三
十
三
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
20年
１
月
15日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
犯
罪
若
し
く
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
､
青
少
年
の

健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
三
十
四
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

高
山
市

二

事
業
の
種
類

旧
矢
嶋
邸
保
存
整
備
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

三

起
業
地

１

土
地

イ

収
用
の
部
分

岐
阜
県
高
山
市
上
一
之
町
及
び
馬
場
町
二
丁
目
地
内

ロ

使
用
の
部
分

な
し

２

建
物

イ

収
用
の
部
分

岐
阜
県
高
山
市
上
一
之
町
及
び
馬
場
町
二
丁
目
地
内

ロ

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
二
十
二
号
及
び
第
三
十
二
号
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第

一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
高
山
市
は
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
件
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を

充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
岐
阜
県
高
山
市
上
一
之
町
及
び
馬
場
町
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
、
高
山
の
町
人

文
化
に
関
わ
る
遺
構
で
あ
る
旧
矢
嶋
邸
跡
地
を
保
存
整
備
し
、
高
山
市
の
歴
史
文
化
を
総
合
的
に

学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
施
設
と
し
て
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

高
山
市
は
、
郷
土
の
歴
史
や
伝
統
文
化
を
守
り
次
代
に
伝
え
る
た
め
、
文
化
財
等
の
保
存
及
び

承
継
並
び
に
歴
史
や
伝
統
文
化
に
親
し
み
理
解
す
る
機
会
の
充
実
に
努
め
て
お
り
、
本
件
事
業
の

起
業
地(

以
下｢

本
件
起
業
地｣

と
い
う
。)

の
周
辺
一
帯
は
、
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
十
四
号)

に
基
づ
く
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
高
山
市
三

町
及
び
高
山
市
下
二
之
町
大
新
町
の
二
地
区
を
有
す
る
等
、
歴
史
的
な
町
並
み
や
史
料
が
多
く
保

存
さ
れ
、
飛�
高
山
の
町
並
み
と
し
て
広
く
知
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
町
並
み
は
主
に
町
人
町
と
し
て
江
戸
時
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
矢
嶋
家
は

当
時
の
高
山
の
町
人
自
治
に
あ
た
っ
た
三
人
の
町
年
寄
の
一
人
を
代
々
世
襲
し
た
家
で
あ
る
。
町
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

三
号

路
線
名

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
字

岩
羽
根
一
三
二
〇
番
二
地
先

か
ら

同

市
同

町
同

字

花
白
一
二
三
七
番
地
先
ま
で

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
字

岩
羽
根
一
三
二
〇
番
二
地
先

か
ら

同

市
同

町
同

字

角
替
戸
九
五
四
番
四
地
先
ま

で 恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
字

岩
羽
根
一
三
二
〇
番
二
地
先

か
ら

同

市
同

町
同

字

角
替
戸
九
五
四
番
四
地
先
ま

で 恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
字

徳
田
一
五
〇
六
番
一
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字

岩
羽
根
一
三
二
〇
番
二
地
先

ま
で 区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ａ 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

年
寄
は
高
山
の
町
人
町
の
歴
史
的
な
成
り
立
ち
を
知
る
上
で
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
一
人
で

あ
っ
た
矢
嶋
家
の
遺
構
を
保
存
整
備
す
る
こ
と
は
、
旧
矢
嶋
邸
跡
地
が
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
文
化
財
保
存
及
び
歴
史
的
景
観
保
全
の
両
面
で
意
義
が

大
き
い
。

本
件
事
業
に
よ
っ
て
旧
矢
嶋
邸
跡
地
が
保
存
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
山
の
歴
史
的
景
観

が
保
全
さ
れ
る
と
と
も
に
文
化
財
の
保
存
及
び
承
継
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ

に
加
え
、
本
件
起
業
地
に
隣
接
し
た
市
営
の
歴
史
民
俗
資
料
館
で
あ
る
高
山
市
郷
土
館
は
、
収
蔵

点
数
の
増
加
に
よ
り
展
示
及
び
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
て
お
り
施
設
の
拡
充
が
緊
急
に
必
要
と

な
っ
て
い
る
が
、
旧
矢
嶋
邸
跡
地
に
現
存
す
る
歴
史
的
建
造
物
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史

文
化
を
学
ぶ
場
と
し
て
の
充
実
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
計
画
の
妥
当
性
と
事
業

の
効
果
と
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え

ら
れ
る
。
他
方
、
本
件
起
業
地
は
宅
地
で
あ
る
こ
と
及
び
本
件
事
業
内
容
か
ら
見
て
環
境
に
及
ぼ

す
影
響
は
少
な
く
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
は
遺
構
の
保
存
整
備
事
業
で
あ
り
、
他
の
起
業
地
を
求
め
た
場
合
の
社
会
的

条
件
、
地
理
的
条
件
及
び
経
済
的
条
件
を
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
事
業
は
旧
矢
嶋
邸
跡
地
保
存
整
備
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
現
存
す
る
歴

史
的
建
造
物
を
保
存
し
江
戸
時
代
の
旧
矢
嶋
邸
の
図
面
を
基
に
庭
園
等
を
復
元
す
る
も
の
で
あ
り
、

本
件
起
業
地
は
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
よ
り
、
高
山
の
歴
史
的
景
観
が
保
全
さ
れ
る
と
と
も
に
文
化
財
の
保
存
及
び
承
継

が
推
進
さ
れ
、
既
存
の
歴
史
民
俗
資
料
館
の
展
示
及
び
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
の
逼
迫
が
解
消
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す

る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を

充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
充
足

す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

高
山
市
財
務
部
管
財
課

岐
阜
県
告
示
第
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
六

号 路
線
名

大
野
郡
白
川
村
大
字
尾
神
字

横
通
一
八
番
六
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
同

字

同

一
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
字

角
替
戸
九
五
四
番
四
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字

同

九
五
三
番
三
地
先
ま

で 恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
字

角
替
戸
九
五
七
番
一
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字

同

九
五
四
番
四
地
先
ま

で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 Ｃ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜�･� ��･�〜��･����･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ��･�
備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
七
十

一
号

路
線
名

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
赤
桶
字
平

ノ
下
七
六
九
番
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

七
八
二
番
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
三
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院
で
使
用
す
る
電
気

3,489,000k

W
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
10月
23日
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４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
12月
５
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
三
田
敏
雄

６
落
札
金
額
52,762,076円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院
事
務
局
総
務
課
管
財
担
当

�
所
在
地
岐
阜
県
下
呂
市
幸
田
1162番

地

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
イ
デ
ン

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

オ
ー
キ
ッ
ド
パ
ー
ク

岐
阜
市
香
蘭
二
丁
目
二
三
番
地

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

株
式
会
社
エ
イ
デ
ン

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

(

変
更
後)

株
式
会
社
エ
イ
デ
ン

午
前
十
時
か
ら
午
前
〇
時
ま
で

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
イ
デ
ン

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

オ
ー
キ
ッ
ド
パ
ー
ク

岐
阜
市
香
蘭
二
丁
目
二
三
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名

(
変
更
前)

株
式
会
社
エ
イ
デ
ン

ほ
か
七
者

(
変
更
後)

株
式
会
社
エ
イ
デ
ン

ほ
か
六
者

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号)

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜
商
講
習
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会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
家
畜
商
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号)

第

一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

開
催
の
期
日
及
び
場
所

平
成
二
十
年
二
月
二
十
日(
水)

及
び
同
月
二
十
一
日(

木)

岐
阜
市
六
条
大
溝
四
丁
目
四
番
七
号

岐
阜
県
家
畜
商
協
同
組
合
事
務
所
二
階
研
修
指
導
室

二

講
習
科
目
及
び
時
間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四
時
間

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四
時
間

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六
時
間

三

受
講
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
申
込
書(

別
記
様
式
第
一
号)
に
写
真(

申
込
み
六
カ
月
以
内
に
撮
影
し

た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
、
無
背
景
、
縦
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル)

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
家
畜
商
法
施
行
規
則(
昭
和
三
十
七
年
農
林
省
令
第
四

号)

第
四
条
の
特
別
な
資
格
を
有
す
る
者(

獣
医
師
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第

三
条
の
規
定
に
よ
る
獣
医
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
及
び
家
畜
改
良
増
殖
法(
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者)

で
、
家
畜
商
法
施
行
令
第
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
講
習
時
間
の
特
例
措
置
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
時
間
の
特
例
措
置
適
用
申
請
書(

別
記
様
式
第
二
号)
に
、
獣

医
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
獣
医
師
法
第
七
条
第
二
項
の
獣
医
師
免
許
証
の
写
し
を
、

家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
家
畜
改
良
増
殖
法
第
十
八
条
の
家
畜
人
工

授
精
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

四

受
講
手
数
料

三
千
七
百
円
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
に
は
り
付
け
、
納
付
す
る
こ
と

(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。

五

受
講
申
込
書
の
提
出
先
及
び
受
付
期
間

１

提
出
先

住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所

２

受
付
期
間

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日(

金)

か
ら

同

二
月
十
五
日(

金)

ま
で

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
各
農
林
事
務
所
農
業
振
興
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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写
真

横
2.4cm

縦
3.6cm

岐
阜
県
収
入
証
紙

は
り
付
け
欄

(3,700円
)

別
記
様
式
第
１
号

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

住
所

電
話
番
号

ふ
り
が
な

氏
名

印

生
年
月
日

年
月

日

平
成
19年
度
家
畜
商
講
習
会
受
講
申
込
書

家
畜
商
法
第
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
を
受
講
し
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
｡

(備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
､
縦
長
に
使
用
す
る
｡)

別
記
様
式
第
２
号

(獣
医
師
用
)

講
習
時
間
の
特
例
措
置
適
用
申
請
書

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

住
所

氏
名

印

家
畜
商
法
施
行
令
第
１
条
の
４
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
講
習
時
間
の
特
例
措
置
を
受
け
た

い
の
で
､
獣
医
師
法
第
７
条
第
２
項
の
獣
医
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
､
下
記
に
よ
り
申
請
す
る
｡

記

家
畜
商
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
｡

(備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
､
縦
長
に
使
用
す
る
｡)

( ) 平成20年１月18日 岐 阜 県 公 報 第１９１３号59



別
記
様
式
第
２
号

(家
畜
人
工
授
精
師
用
)

講
習
時
間
の
特
例
措
置
適
用
申
請
書

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

住
所

氏
名

印

家
畜
商
法
施
行
令
第
１
条
の
４
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
講
習
時
間
の
特
例
措
置
を
受
け
た

い
の
で
､
家
畜
改
良
増
殖
法
第
18条
の
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
､
下
記
に
よ
り
申

請
す
る
｡

記

家
畜
商
法
施
行
規
則
第
４
条
第
２
号
に
該
当
す
る
た
め
｡

(備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
､
縦
長
に
使
用
す
る
｡)

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

地
区
計
画)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
年
一
月
七
日
か
ら

同

年
三
月
十
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
北
東
部
地
内

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
中
津
川
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課
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○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
産
業
教
育
施
設
整
備
に
係
る
情
報
機
器

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
11月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
12月
25日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
市
吉
野
町
３
丁
目
８
番
地

株
式
会
社
エ
フ
ワ
ン

代
表
取
締
役
安
田
隆
夫

６
落
札
金
額
34,650,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
支
援
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号
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平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
印
刷

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


